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本校では、警報が発表されたとき、児童の安全を第一に考え次のような対応をいたします。ご理
解・ご協力をよろしくお願いします。

１ 暴風警報
〇 登校前

午前7時までに暴風警報が解除になっていない場合は、臨時休校にします。

午前7時までに暴風警報が解除になった場合は、授業を実施しますが、通学路の冠水などない

か確認し、安全を確かめた上で登校させてください。（もし、児童が安全に登校できないような

場合は、学校まで連絡をお願いします）給食を止めている場合は、午前中授業となります。

〇 登校後

暴風警報が発表されたときは、ピンポイント予報や状況を把握した上で、教師引率のもと集

団下校をします。状況に応じて保護者の方のお迎えをお願いすることもあります。

＜注意してほしいこと＞

①状況によっては警報が発表される前に帰宅させることもあります。

②警報が発表されても、状況によってはすぐに帰宅させずに学校で待機させる場合もあります。

いずれの場合も、すべてマチコミメールでお知らせします。

２ 津波警報・大津波警報
〇 登校前に警報が発表されたときは、児童を登校させないようにしてください。自宅から地域

の避難場所や高台等へ避難してください。通学路の様子、学校の施設等の状況を把握した後、

登校させるか否かなどについてマチコミメールでお知らせします。ご家庭で身の安全を第一に

考えた対応をお願いします。

〇 登校しているときは、北校舎３階に避難します。その後、津波の予想到着時刻などの情報を

把握した上で、保護者の方にお迎えをお願いすることがあります。（マチコミメール配信しま

す）

３ 震度５以上の地震が起きたとき
○ 登校前に震度５以上の地震が起きたときは、原則「臨時休業」とします。揺れがおさまって

から、地域の避難場所や高台等へ避難してください。

〇 登校しているときは、被害を確認後、状況に応じて下校または学校で待機します。状況によ

っては保護者にお迎えをお願いすることがあります。（マチコミメール配信します）

４ 備 考
大雨警報、洪水警報のときは自宅待機や臨時休業にはしていません。ただし、通学路の冠

水等、登校させることが危険だと判断したときは、その対応についてマチコミメールでお知らせ

します。また、自宅周辺の様子を見て、児童が安全に登校できないような場合は、学校まで連絡

をお願いします。

★特別警報もこれらに準じます。

以上のことについては、学校としての一応の規定を示したものです。広い校区の中では状況に
差がある場合もあります。登校時には、特に、周囲の状況をよく把握した上で、お子様の安全を
第一に考えた対応をお願いします。

警報発表時の対応について(R5）


